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～こ本 誌さび 内 容一勾Ｌ

◎…会長あいさつ、 農業者年金について
◎…地区担当表
④…地域計画の策定化、農地中間管理事業について
◎…相続登記の義務化、荒廃農地について
◎…肝付町賃借料情報ほか

編集．発行 肝 付 町 農 業 委 員 会

　

肝属潮干付町新富９８番地
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新年のご挨拶
肝付町農業委員会

会

　

長

　

永

　

野

　

易

　

美

本
町
に
お
い
て
も
農
業
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
、
担
い
手
不
足
、
耕

作
放
棄
地
の
解
消
な
ど
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
当
委

員
会
の
活
動
に
お
い
て
は
、
農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
の

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
私
た
ち
委
員
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
人
・
農
地
の
マ

ッ
チ
ン
グ
と
農
地
利
用
の
最
適
化
を
進
め
、
農
業
者
と
関
係
機
関
と
の
懸
け

橋
に
な
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

鍵
び
に
、
こ
の
一
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し
て
心
豊
か
な

一
年
と
な
り
ま
す

ょ

　　　

橋

　

ッ

　

連

　

員

　

作

　　　

ま
う

　

鍵

　

に

　

チ

　

携

　

会

　

教

　

本

　

す
′じ

　

び
、 な

　

ン

　　　

の

　　　　　　

ｏ

か

　

に

　

る

ら

　

、
き

お

　

こ

　

っ

　　　
中

　

年

　

　

　

　　

上
げ
、
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま

　

浮

持
続
可
能
な
農
業
、
Ａ
１
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
先
端
技
術
を
活
用
し
た
ス

農
業
、
農
業
の
効
率
化
と
生
産
性
の
向
上
を
図
り
、
農
作
物
の
管
理

最
適
化
し
、
農
業
技
術
の
可
能
性
や
収
益
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら

末

　

の

　

し
め

　

管

　

た
ら

　

理

　

ス
れ

　

な

　

マ
て

　

ど

　

Ｉ

い

　

を

　

ト

さ
て
、
近
年
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
円
安
や
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
等
の
影
響
で
物
価
高
騰
を
招
い
て
お
り
、
農
業
者
へ
の
負
担
が
重
く
農
業

　

の

　

軽

　

攻

　　　

期

　

九
ま

　

活

　

堂

　

等
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待

　

月
た
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か
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厳

　

影

　

、 ’奉

　

ら
こ

　

を

　

し

　

響

　

近

　

え

　

新
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掬

　

い
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年

　

る

　

た
か

　

持

　

状
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農

　

よ

　

な
ら

　

す

　

況

　

価

　

業

　

う

　

体
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を

　

努

　

制

　　

ら

　

す

　

Ｚ兄

　

価
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未
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に

　

高
１
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騰
、 に

　

こ
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を
１

　

輝

　

ろ

　

ま

　

招
Ｃ

　

く

　

で

　

す

　

い
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農

　

あ

　　

ｏ

　

て
な

　

乗

　

り

　

今

　

お
ど

　

に

　

ま

　

後

　

り
先

　

す

　

す

　

、

　

、

端

　

る

　　

ｏ

　

ー

　

農
技

　

た

　

・ 刻

　

業
術

　

め

　　　

も

を

　

に
浩

　

は
用

　　　　　

景

し

　

Ｓ

　　　

気
た

　

Ｄ

　　　

回
ス

　

Ｇ

　　　

ネ夏
マ

　

Ｓ

　　　

と

１

　

で

　　　

農
ト

　

の

　　　

業

め

　

で
て

　

ス
ろ

　

ま

　

招

　

巻

　

参

　

タ
で

　

す

　

い

　

く

　

り

　

ｌ

ま

　

ト
す

　

致
ｏ

　

し

　

ま

　

し

　

た

早
し、

こ
れ
か

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
中
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
方
に
は
平
素
よ
り
本
町
農
業
委
員
会
の
活
動
に
、
ご
理
解
と
ご

ご
協
力
を
賜
り
衷
心
よ
り
厚
く
御
礼
中
し
上
げ
ま
す
。

当
農
業
委
員
会
は
委
員
の
改
選
に
よ
り
、
女
性
農
業
委
員
も
五
名
：

ら

　

も

　　　

理
皆

　

五

　　　

解
様

　

名

　　　

と

方

　

に
の

　

な

　

，．

　

支
　

　

　

　　　

　

　　　

、

　　　　　　　　　　

、

「

　

将来の備えの為、農業者年金に加入しましょう！

　

」

　　　　　　　　　　　　　　
」．－．－．－・一・一・」

「凝趣意ー…１． ＝ ‘１」・一・一．－・一・一・」

　

農業者の年金はサラリーマンと違い、 公的年金の１階部分
である国民年金のみです。 厚生年金を受給するサラリーマン
並の年金を確保するには、自分で２階部分の年金を準備する
必要があります。この２階部分として農業者には農業者年金
があります。

．

　

農業者の年金』壁書灘；，…彊も者；茎１
」．－・一・一・一・一・」

◆農業者年金加入要件

　

①国民年金第１号被保険者

　

②年間６０日以上農業に従事

　

③６０歳未満

　

※国民年金付加年金への加入が必要

◆保険料について

　

保険料は月額２万円から６万７千円の中で

　

自由に選択できます。

　

その支払った保険料全額が社会保険料控除

　

となりますので、その分課税対象所得が下

　

がり税金が安くなります。 また、 保険料の

　

国庫補助による政策支援など加入しやすい
仕組みがあります。詳しいことは農業委員
会事務局かお近くのＪＡにお聞き下さい。

　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

、ノ
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農業委員・農地利用最適化推進委員のご紹介
令和５年９月に農業委員・農地利用最適化推進委員の改選があり、新たな

メンバーとなりました。

　　

任期：令和５年９月１日～令和８年８月３１日

豊皇，繁盛農業
委員

立 迫 直 美

　　

坂 □ 利 邦 横 山 一 郎

　　

内 村 綾 美

　　

内 村 香 織

　　

平後園

　　　　　　　　　

東大図 八幡馬場

　　　　　　　　　

下住下

　　　　　　　　

上之馬場１区

　

（波見・新富）

　　　　　　　

（野崎）

　　　　　　　　

（新富）

　　　　　　　

（新富・前田）

　　　　　　　

（新富）

山 下 昭 司

　　

福 田 智 浩

　　

中 村 重 治

　　

藤 井 勇 次

　　

永 野 易 美

　　

大 窪 輝 則

　　

新生町

　　　　　　　　　　

富山

　　　　　　　　　　

下住上

　　　　　　　　

上之馬場１区

　　　　　　　　

論地

　　　　　　　　　　

大窪

　　

（前田）

　　　　　　　

（前田・宮下）

　　　　　　　

（前田）

　　　　　　　

（後田・前田）

　　　　　　　

（後田）

　　　　　　　　

（後田）

氏

　　　

名

振

　

興

　

会

（主な担当地区）

上名主 辰也

　　

上高原 正人

　　

黒 江 幹 也 中原 つや子

　　

美坂 美智子

　　

富山

　　　　　　　　　　

炉木 馬込

　　　　　　　　　　

大平見

　　　　　　　　　　

本地

　

（富山・宮下）

　　　　　　　

（北方）

　　　　　　　　

（北方）

　　　　　　　　

（南方）

　　　　　　　　

（岸良）

推進
委員

白 田 利 秋

　　

船 間 ‐ 広

　　

大 坪 進 一

　　

鶴 岡 和 喜

　　

柳井谷 力男

　　

下之門

　　　　　　　　

上之馬場４区

　　　　　　　

寺町ケ丘

　　　　　　　　　

下住下

　　　　　　　　　

八幡馬場

　

（波見・新富）

　　　　　　　

（野崎）

　　　　　　　　

（新富）

　　　　　　　

（新富・前田）

　　　　　　　

（新富）

鶴田 秀一郎

　　

島 廻 芳 和

　　

上岡

　

ヒトミ

　

谷 山 初 男

　　

堂 山 静 夫

　　

梶 原 正 巳

　　

大脇

　　　　　　　　　

宮下川北

　　　　　　　　　

長能寺 協和

　　　　　　　　　　

岩崎

　　　　　　　　　　

鳥越

　　

（前田）

　　　　　　　

（前田・宮下）

　　　　　　　

（前田）

　　　　　　　

（後田・前田）

　　　　　　　

（後田）

　　　　　　　　

（後田）

ｉ
氏

　　　

名

振

　

興

　

会

（主な担当地区）

末 次 健 一

　　

馬 込 一 夫

　　

神 領 浩 幸 冷 水 正 行

　　

中 原 正 文

　　

富山

　　　　　　　　　　

津房 天神

　　　　　　　　　　

大平見

　　　　　　　　　　

本地

　

（富山・宮下）

　　　　　　　

（北方）

　　　　　　　　

（北方）

　　　　　　　　

（南方）

　　　　　　　　

（岸良）
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④

「地域計画」の策定が法定化されました
′
「
１
１
１
１
１
＼‐

ー・－

　　　　

．／

　

これまで、 地域の話し合いにより作成されてし、た 「人・農地プラン」 に代わって、 農業経営基

盤強化促進法の一部改正により、令和７年３月までに地域ごとに農地利用の将来像を描く 「地域
計画」を作成するよう義務付けられました。

　

この「地域計画」の策定のため、農地利用の意向調査等のアンケートを行うことがありますの
で、 その際はご協力をよろしくお願いします。

※「地域計画」とは

　

目指すべき将来の農地利用の姿を明確にするための計画です。農業者や市町村など幅広い関係
者が参加し、地域農業の将来の在り方や１０年後に目指すべき将来の具体的な利用の姿を描し、た
農地の地図（目標地図）等を定めます。

※「目標地図」のイメージ

現況地図を星に農地
の出し手・受け手の
意向を踏まえ、作成
します

農地中間管理事業 ー本化されます

　

－－
」

′
．－－‐ヒ．Ｆｔ
・＼

※制度改正と経過措置につし、て

　

農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴し、、令和７年４月より農業経営基盤強化促進法による
所有権移転・利用権設定は公益財団法人鹿児島県地域振興公社を介した売買・賃借（農地中間管
理事業）へ一本化されます。今までの手続きより必要書類が増えたり手続きが厳正化してし、くた
め、早めの手続きをしてし、く必要があります。そのため、現在の利用権設定の更新があるタイミ
ングで少しずつ農地中間管理事業へ移行をしていだくようお願し、します。

　　　　　　

．
※ただし、令和６年度末までは経過措置があり、これまでの方法で契約はできます。

農地中間管理事業の仕組み

所有者

　

１
（塵地の出し手） ′

１

・‐“１‐‐■′１．ｑ．ｉ１■＜■鵡ガ盛
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Ｅ

　

令和６年４月から相続登記が義務化されます
＼

　　　　　　　

ノ

中なぜ義務化されるのか

　

相続登記がされないため、 登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、
周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。

　

この問題解決のため、 令和３年に法律が改正され、 これまで任意だった相続登記が義務化されるこ
とになりました。

中相続登記の義務化とは

　

相続人は、 不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日から３年以内に、 相続登記をす
ることが法律上の義務になります。

　

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、１０万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も別途、遺産分割から３年以内に、 登記をする必要があ
ります。

　

また、令和６年４月１日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象
になりますのでご注意ください。

中相続登記の手続きについて
相続登記については、鹿児島地方法務局鹿屋支局にて手続きをすることができます。必要書類が分

からない場合は、 司法書士や行政書士、法務局にご相談してください。

－「

　　　

荒廃農地を無く しま しよう〃

荒廃農地は， 農業生産に欠かせない農地の減少のほか， 以下のようないろいろな問題を誘発させる

原因になります。周囲の耕作者や住民に迷惑がかかりますので適正な管理をしていただきますよう、
よろしくお願いします。 併せて、 畦畔（あぜ）管理についても耕作者、 所有者の方で草メ叫りを行ってく

ださい。 また、 草刈りした雑草などを農道、 畦畔（あぜ）に放置をせず、 適切な処理を行ってくださいよ
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令和４年１月から令和４年１２月までに締結 （公告） された賃貸借における賃借料水準（ｌｏａあたり）
は、 以下のとおりとなっております。

田 畑
締結（公告）された地域名 平 均 額 データ数 平 均 額 データ数

内之浦 全

　　　　

体 ８，７００円 １３８ ９，９００円 ５１

高

　

山 全

　　　　

体 ９，８００円 ６２８ ６，７００円 ３１９

（参考）肝付町平均 ９，３００円 ７６６ ８，３００円 ３７０
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農地に関する手続きは農業委員会へ
★農地の権利移動等について （所有権移転、 賃借権など）

　

農地の売買、 賃借などには農業委員会の許可が必要です （農地法３条など）。

　

令和５年度より面積要件が廃止となりました。 また、 その他の要件については従来通りの要件と

　

なりますのでご留意ください。

★農地の転用について

　

今農地を農地以外の用途に変更したい場合、 農業委員会を通じて県の許可を受ける必要があります。

　

所有者自ら転用する場合は農地法第４条、 農地を買う、．または借りて転用する場合は農地法第５条の

　

申請となります。 事前に農地ではないか等の確認、 相談を農業委員会や行政書士等にしてください。

　

※農地に植林する場合も転用申請が必要となります。

★申請書類受付締切日

　

今毎月１０日 （１０日が土日、 祝日の場合その翌日）

　

※その月によって変わることがありますので、 農業委員会事務局へご確認ください。

★各種届出について

　

今次の事案がありましたら、 農業委員会事務局に届け出てください。

　　

・農地を相続した （相続届）。

　

※法務局で相続登記を行ってください。

　　

・農地の賃借契約、 使用貸借を解約する （合意解約書）。

　　

・所有している農地を第三者に売りたい、 貸したい （あっせん届出書）。

　　

・農地の利用変更や形質変更をする （形質変更届）。

全国農業“
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◆発行日 毎週金曜日

◆購読料 １ケ月７００円

◆発行所 全国農業会議所

Ｊ

　

見やすく！分かりやすく！
ー

　　　

充実した農業・農村の情報を届けます

全国紙ですが、地方ごとの頑張る農業者の記事、
イベント情報等を掲載
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その他にも
◎農政に関するニュース

　

◎経営に役立つ情報
など様々な農業に関する記事が掲載されています。

購読のお申し込みは 農業委員会事務局へ
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